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令和６年12月橋本市議会定例会会議録（第６号） 

令和６年12月13日（金） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　議事日程第６号 

令和６年12月13日（金）　　午前９時30分　開議 

日程第１　会議録署名議員の指名 

日程第２　議案第10号　橋本市民会館設置及び管理条例を廃止する条例について 

日程第３　議案第14号　市道路線の認定について 

日程第４　議案第15号　市道路線の変更について 

日程第５　議案第16号　公の施設の指定管理者の指定について 

日程第６　議案第17号　公の施設の指定管理者の指定について 

日程第７　承認第２号　専決処分事項の承認について（和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて） 

日程第８　議案第25号　橋本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

日程第９　議案第26号　橋本市病院事業管理者の給料その他の給与条例等の一部を改正する条

例について 

日程第10　議案第18号　令和６年度橋本市一般会計補正予算（第10号）について 

日程第11　議案第19号　令和６年度橋本市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について 

日程第12　議案第20号　令和６年度橋本市介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

日程第13　議案第21号　令和６年度橋本市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て 

日程第14　議案第22号　令和６年度橋本市工業団地造成事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第15　議案第23号　令和６年度橋本市水道事業会計補正予算（第４号）について 

日程第16　議案第24号　令和６年度橋本市下水道事業会計補正予算（第３号）について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　会議に付した事件 

日程第１　会議録署名議員の指名 

日程第２　議案第10号　橋本市民会館設置及び管理条例を廃止する条例について 

日程第３　議案第14号　市道路線の認定について　から、日程第６　議案第17号　公の施設の

指定管理者の指定について　まで 

日程第７　承認第２号　専決処分事項の承認について（和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて）　から、日程第16　議案第24号　令和６年度橋本市下水道事業会計補正予

算（第３号）について　まで 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

議員定数１８名 

出席議員１７名 

　　　　　１番　森　下　伸　吾　君　　　　２番　板　橋　真　弓　君 
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　　　　　３番　岡　本　喜　好　君　　　　４番　梅　本　知　江　君 

　　　　　５番　阪　本　久　代　君　　　　６番　髙　本　勝　次　君 

　　　　　８番　田　中　博　晃　君　　　　９番　堀　内　和　久　君 

　　　　　10番　垣　内　憲　一　君　　　　11番　岡　本　安　弘　君 

　　　　　12番　小　林　　　弘　君　　　　13番　田　中　和　仁　君 

　　　　　14番　南　出　昌　彦　君　　　　15番　辻　本　　　勉　君 

　　　　　16番　土　井　裕美子　君　　　　17番　石　橋　英　和　君 

　　　　　18番　中　本　正　人　君 

欠席議員　１名 

　　　　　７番　岡　　　弘　悟　君 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

説明員職氏名 

　　　市 長　平　木　哲　朗　君　　副 市 長　小　原　秀　紀　君 

　　　教 育 長　今　田　　　実　君　　病院事業管理者　古　川　健　一　君 

　　　総 合 政 策 部 長　井　上　稔　章　君　　総 務 部 長　中　岡　勝　則　君 

　　　経 済 推 進 部 長　三　浦　康　広　君　　健 康 福 祉 部 長　久　保　雅　裕　君 

　　　農業委員会事務局長 

　　　危 機 管 理 監　大　岡　久　子　君　　建 設 部 長　西　前　克　彦　君 

　　　会 計 管 理 者　兼　井　和　彦　君　　上 下 水 道 部 長　堤　　　　　健　君 

　　　教 育 部 長　岡　　　一　行　君　　消 防 長　永　井　智　之　君 

　　　病 院 事 務 局 長　池之内　正　行　君　　選挙管理委員会事務局長　辻　本　昌　亮　君 

　　　監査委員事務局長　岩　坪　恭　子　君　　財 政 課 長　三　嶋　信　史　君 

　　　政 策 企 画 課 長　辻　本　真　吾　君 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

職務のために出席した者の職氏名 

　　　議 会 事 務 局 長　福　井　直　記　　　　議会事務局次長　笹　山　　　奨 

　　　議 事 調 査 係 長　中　井　ユ　リ　　　　書 記　諸　田　泰　己 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前９時30分　開議） 

○議長（森下伸吾君）おはようございます。 

　ただ今の出席議員は17人で、定足数に達し

ております。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。 

　この際、報告をいたします。市長から、令

和６年12月10日付、橋総第588号をもって、追

加議案10件が提出されました。議案はお手元

に配付いたしております。 

　以上で報告を終わります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

日程第１　会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）これより日程に入り、

日程第１　会議録署名議員の指名　を行いま

す。 

　本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、３番　岡本君、

17番　石橋君の２人を指名いたします。 
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日程第２　議案第10号　橋本市民会館設置

及び管理条例を廃止する条例に

ついて 

○議長（森下伸吾君）日程第２　議案第10号　

橋本市民会館設置及び管理条例を廃止する条

例について　を議題といたします。 

　本案に関し、委員長の報告を求めます。 

　総務経済委員会委員長　14番　南出君。 

〔14番（南出昌彦君）登壇〕 

○14番（南出昌彦君）皆さん、おはようござ

います。委員長報告をさせていただきます。 

　去る12月５日の本会議において本委員会に

付託された、議案第10号　橋本市民会館設置

及び管理条例を廃止する条例について　を審

査するため、12月６日に委員会を開催し、慎

重審査の結果、全会一致で原案どおり可決す

べきものと決しましたので、以下、その概要

を報告いたします。 

　議案第10号は、施設の老朽化に伴い安全性

の確保及び適正な維持管理を行うことが困難

であり、修繕するためには多額の費用がかか

ることから、令和７年３月末で橋本市民会館

を閉館するため、橋本市民会館設置及び管理

条例を廃止するものである。 

　委員から、今後の利用と改修について　た

だしがあり、令和７年３月末で貸館業務を終

了し、令和７年度以降、解体までの間は市の

会議室として活用する。また、施設のバリア

フリー等の改修はしないが、１階ギャラリー

の空調設備については修繕する　との答弁が

ありました。 

　解体後の跡地利用について　ただしがあり、

活用方法を総合的に検討し、今後計画を立て

進めていく　との答弁がありました。 

　以上、委員長報告とさせていただきます。

ご理解いただき、賛同よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

　これより討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論ありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより議案第10号　橋本市民会館設置及

び管理条例を廃止する条例について　を採決

いたします。 

　委員長報告は可決であります。 

　本案は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、本案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

日程第３　議案第14号　市道路線の認定に

ついて　から、日程第６　議案第17号　公

の施設の指定管理者の指定について　まで

の４件 

○議長（森下伸吾君）日程第３　議案第14号　

市道路線の認定について　から、日程第６　

議案第17号　公の施設の指定管理者の指定に

ついて　までの４件を一括議題といたします。 

　本案に関し、委員長の報告を求めます。 

　文教厚生建設委員会委員長　９番　堀内君。 

〔９番（堀内和久君）登壇〕 

○９番（堀内和久君）おはようございます。

よろしくお願いいたします。報告させていた

だきます。 

　去る12月５日の本会議において本委員会に

付託された、議案第14号　市道路線の認定に

ついて、議案第15号　市道路線の変更につい
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て、議案第16号　公の施設の指定管理者の指

定について、議案第17号　公の施設の指定管

理者の指定について　を審査するため、12月

９日、委員会を開催し、慎重審査の結果、い

ずれも全会一致で原案のとおり可決すべきも

のと決しましたので、以下、その概要を報告

いたします。 

　議案第14号は、胡麻生地内において丸石木

材住宅株式会社が宅地造成工事に伴い設置し

た道路を胡麻生区内17号線として、また、橋

本市があやの台北部工業団地造成事業に伴い

設置した道路をあやの台77号線として、新た

に市道認定するものである。 

　また、議案第15号は、あやの台63号線の終

点を変更し、道路延長を665.63メートル追加

するものである。なお、追加延長665.63メー

トルのうち、既設終点から384.20メートルは

南海電気鉄道株式会社が、残りの281.43メー

トルは橋本市が、あやの台北部工業団地造成

事業に伴い設置した道路である。 

　委員から、あやの台63号線及び77号線の周

囲は現在、住宅等がなく人目のない奥まった

場所であるため、防犯等のために今後の管理

はどのようにしていくのか　とただしがあり、

あやの台北部用地の換地処分が進み、今後は

住宅等の建築が始まる予定であるが、それま

での間は管理区分に従って土地所有者や市関

係部局と連携を取りながら適切に管理してい

く　との答弁がありました。 

　議案第16号は、橋本こども園について、指

定管理期間が令和７年３月末に満了すること

に伴い、指定管理者の公募を行ったところ、

現在の指定管理者である社会福祉法人子ども

の家福祉会の１法人のみの申請があり、指定

管理者選定委員会において審査したところ、

合格点に達し選定されたため、令和７年４月

１日から令和17年３月31日までの10年間、指

定管理者として指定するものである。 

　委員から、当該法人の流動比率が認可基準

において望ましいとされる120％を下回って

いる理由について　ただしがあり、当該法人

が加入していた退職共済制度を脱退し、法人

独自の退職金制度を適用する際に、多額の退

職給付引当金を積み立てたことにより一時的

に負債が増加したためであり、市としては、

当該法人は概ね健全な財政運営を行っている

と総合的に判断した　との答弁がありました。 

　議案第17号は、応其こども園について、指

定管理期間が令和７年３月末に満了すること

に伴い、指定管理者の公募を行ったところ、

現在の指定管理者である社会福祉法人顕陽会

の１法人のみ申請があり、指定管理者選定委

員会において審査したところ、合格点に達し

選定されたため、令和７年４月１日から令和

17年３月31日までの10年間、指定管理者とし

て指定するものである。 

　委員から、保護者アンケートに基づく評価

のうち、「親子参加行事等を通じて保護者同士

のつながりを感じられましたか」が65.2％と

なっており、相対的に評価がやや低い理由に

ついて　ただしがあり、過去５年間の評価を

平均しているため、コロナ禍の影響があった

年度の評価が低かったことが要因としてある

が、令和４年度以降は評価が上がってきてい

る　との答弁がありました。 

　指定管理者選定委員会の公募委員について　

ただしがあり、今回初めて一般市民の方から

応募があり、評価項目について熱心に質問等

もされ、審査いただいた　との答弁がありま

した。 

　壇上からは以上です。よろしくお願いいた

します。 

○議長（森下伸吾君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（森下伸吾君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

　これより議案第14号の討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより議案第14号　市道路線の認定につ

いて　を採決いたします。 

　委員長報告は可決であります。 

　本案は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は委員長報告のとおり可決されました。 

　次に、議案第15号の討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより議案第15号　市道路線の変更につ

いて　を採決いたします。 

　委員長報告は可決であります。 

　本案は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は委員長報告のとおり可決されました。 

　次に、議案第16号の討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより議案第16号　公の施設の指定管理

者の指定について　を採決いたします。 

　委員長報告は可決であります。 

　本案は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は委員長報告のとおり可決されました。 

　次に、議案第17号の討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより議案第17号　公の施設の指定管理

者の指定について　を採決いたします。 

　委員長報告は可決であります。 

　本案は委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は委員長報告のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

日程第７　承認第２号　専決処分事項の承

認について（和解及び損害賠償の額を定め

ることについて）　から、日程第16　議案

第24号　令和６年度橋本市下水道事業会計

補正予算（第３号）について　までの10件 

○議長（森下伸吾君）日程第７　承認第２号　

専決処分事項の承認について（和解及び損害

賠償の額を定めることについて）　から、日

程第16　議案第24号　令和６年度橋本市下水

道事業会計補正予算（第３号）について　ま

での10件を一括議題といたします。 

　提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。 

　それでは、追加提案させていただきました

議案についてご説明申し上げます。 

　今回追加議案といたしましては、専決処分

事項の承認案件が１件のほか、令和６年度橋

本市一般会計、特別会計、企業会計の各補正

予算案件が７件、条例案件が２件の合計10件
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提案させていただきました。 

　承認第２号は、和解及び損害賠償の額を定

めることについてでございます。 

　これは、公用車の事故に伴うもので、相手

方と条件面での合意に至り、早急に示談を締

結する必要が生じたため、令和６年11月20日

に専決処分したものでございます。 

　議案第18号から議案第24号までは、一般会

計、特別会計、企業会計の各補正予算であり、

令和６年の人事院勧告による民間給与との格

差の是正措置として、特別職及び議員の期末

手当、正職員及び会計年度任用職員の給与、

報酬、期末・勤勉手当等について、総額２億

6,403万円を増額補正するものでございます。 

　議案第25号は、橋本市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例についてでござ

います。 

　これは、令和６年の人事院勧告による官民

格差の是正措置として、給料表を引き上げる

とともに、期末・勤勉手当の支給月数を年間

4.50月分から4.60月分、0.1月分を引き上げる

ものでございます。人事院勧告の主旨を踏ま

え、県内の他の自治体の動向も勘案した結果、

正規職員及び会計年度任用職員について、令

和６年４月に遡及して適用いたします。特別

職、議員の期末手当につきましても同様でご

ざいます。 

　議案第26号は、橋本市病院事業管理者の給

料その他の給与条例等の一部を改正する条例

についてでございます。 

　これは、令和６年の人事院勧告による給料

表の引上げ及び期末・勤勉手当の支給月数の

引上げについて、市民病院の経営状況を勘案

し、病院事業管理者及び病院職員には適用し

ないものとするものでございます。 

　以上、承認１件、議案９件、計10件につい

てご説明申し上げました。議員各位にはよろ

しくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（森下伸吾君）市長の説明が終わりま

した。 

　これより承認第２号について質疑を行いま

す。 

　質疑ありませんか。 

　９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）いつも交通事故のとき

は割と聞いてるんですけど、まず、ちょっと

本当に分かりにくいんですね。小さい枠の中

の５行程度の文字ではなかなかリアルに伝わ

らないんであれなんですけども、今回の専決

の内容については、右折車両が、要は動いて

いる車と動いている車の接触やと思うんです

けども、これで損害賠償云々というのは、こ

れもう致し方ない。 

　二点お伺いします。これ、いつもこの議論

をして、職員には指導しますとか研修します

とか言うとるけども、難易度の高い道路では

ないと思うんです。だから、こういう至って

シンプルな、教習所で習うようなレベルのこ

とで相手方に損失を与えるということは、日

頃からどういう指導とどういう教育しとんか

ということ、これ一点。 

　もう一点は、損害賠償のこの金額の中に、

動いてるもん同士なんで、もし動いているも

ん同士なんであれば、人身というか相手方の

けがの損害賠償もこの金額に入っているのか。

もしけがをしている場合はどういうふうなけ

がやったのか、その点、お伺いいたします。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）まず一つ目のどう

いう指導というか、研修にはなるんですけど、

３年サイクルで研修は行っています。１年、

全職員の研修をやって、２年目、３年目は事

故を起こした職員に個別というか集まってい

ただいて、警察から事故に対しての研修をし

ていただいてるという、３年で回していって
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るわけなんですけど、ここ最近も事故の件数

というのは10数件ずつ毎年報告があります。

その辺、その研修が効果があるのかどうかと

いうことも踏まえまして、もう一度再検討さ

せていただきたいなというふうに思っており

ます。 

　あと、損害賠償の額につきましては、人身

事故ということもありますので、今回の承認、

今上げさせていただいてる分については、人

身の分の損害賠償額ということでなっており

ます。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）気をつけましょうとい

う話になるんですけども、歴代の総務部長、

毎回同じ答弁で、本気度がうかがえないんで

す。交通事故をゼロにするのは不可能です、

絶対に。ただ、研修と教育していくと言う割

には何か、数が減らない。増えているのかデ

ータは取ってないですけども、もうちょっと、

車が動くということは自分の車やと思って、

自分の家族とかを乗せとると思って安心安全

で運転するということを、もうちょっと意識

を高めたほうが、公用車ですから、一般の車

より公用車ということをもうちょっと考えて

指導に尽力をしていただきたい。いつかまた

事故は起こるので、これもうゼロにはならん

のは分かっとんですけど、もうちょっと質の

高い説明、こういう質疑のないように、して

いただきたいと思います。答弁ください。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）説明につきまして

は毎回、専決処分の内容というのはこういう

形で出させていただいているんですけど、こ

れ以上の詳しい内容ですとか様式等につきま

しては、例えば議会運営委員会とかで、議会

のほうでどういう形がいいかというのを取り

まとめていただくとかによりまして、また協

議をさせていただく機会とかがあれば対応さ

せていただくような形になるかと思います。

今のところ、こちらとしてはこの内容で報告

とさせていただきたいというか、様式として

はこのまま使わせていただきたいというふう

に思っておりますが、今後の調整は、頂いた

ら対応はさせていただこうかなと思ってます。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

　13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）70万ちょっとの金額で

すけども、どちらも走行中の、案分はいかが

だったんでしょうか。相手方の治療費、車両、

こちら側の車両が含まれてこの金額というこ

とでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）こちらは相手方と、

もちろん事故による人身の部分になりますの

で、今回ここに上げさせていただいている分

は、人身傷害の部分の和解による金額となっ

ています。 

○議長（森下伸吾君）よろしいでしょうか。 

　ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　ただ今議題となっております承認第２号に

ついては、会議規則第37条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。 

　これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

委員会の付託を省略することに決しました。 

　これより討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより承認第２号　専決処分事項の承認

について（和解及び損害賠償の額を定めるこ

とについて）　を採決いたします。 

　本件は承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本件は承認することに決しました。 

　次に、議案第25号について質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　ただ今議題となっております議案第25号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

委員会の付託を省略することに決しました。 

　これより討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより議案第25号　橋本市職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例について　

を採決いたします。 

　本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は原案のとおり可決されました。 

　次に、議案第26号について質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

　５番　阪本君。 

○５番（阪本久代君）おはようございます。 

　先ほど市長の説明で、この第26号は、病院

事業管理者及び病院職員にはこの人事院勧告

を適用しないものとする議案であるというこ

とでした。ただ、この議案を見ましたところ、

それがどこに書いてあるのかというのがちょ

っとよく分からないので、そのことの説明を

まず一点、お願いします。 

　二点目は、63ページの第３条のところです。

地域手当、改正前は、第13条は、給料の支給

を受ける職員に対しては地域手当を支給する。

これに加えて２として、地域手当の支給に関

し必要な事項は規程で定めるというふうに追

加されました。また、第24条までだったんで

すけれども、第25条で、この条例の施行に関

し必要な事項は規程で定める。 

　規程で定めるということは、条例ではない

ので議会にも出てこないということだと思う

んですけれども、そうしましたら、議会に出

ないで、そのままいろいろな給料に関して決

めれるということにつながるんではないかと

思うんですけれども、その辺の説明をお願い

します。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしにお答えさせていただきます。 

　まず、今回の病院管理者及び病院職員の人

事院勧告適用を除くという部分の条例改正の

部分でございますが、今回多岐にわたってお

りますので、順番に説明のほうさせていただ

きたいと思います。 

　まず、今回の一部を改正する条例の第１条

と第２条のところでございますが、これに関

しましては、管理者の賞与の部分となります。

２段階となっております。まず給与条例、要

は市長、副市長の特別職の賞与の部分で、遡

及するような形になりますので、今回賞与で

0.1か月分が引上げになっております。その分
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を、本来であれば６月、12月で0.05、0.05と

いうふうな形になるんですけども、それが12

月で0.1か月ということで上乗せされている

ということで、その部分が100分の235という

ところで、それを管理者というふうに読み替

えて、その部分を100の125ということで据え

置くというふうな内容となっております。 

　第２条に関しましては、４月以降の部分に

なりますので、一番最後のところで、第２条

の規定については令和７年７月１日施行とい

うふうになっております。先ほどご説明させ

ていただきましたように、その0.1か月の引上

げ分については６月と12月に振り分けて引き

上げられるようなことになりますので、その

ため、ここの部分で100分の230というふうに

なっている部分を100分の225ということで、

来年４月以降に関しましてもそのまま据え置

くというふうな形で、管理者の読替規定とい

うふうになっているものでございます。 

　それと、その他の職員に関しましてですけ

ども、ちょっと順番前後して申し訳ないです

けども、まず正職の部分に関しましては、現

在、病院事業管理規程のほうにおいてその内

容が定められております。そういったところ

で、今回こちらのほうの条例改正につきまし

ては、地域手当の部分が今回、橋本市病院企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正ということで、第３条のところで

定められているというふうなところでござい

ます。 

　なので、細かな規定に関しましては病院事

業管理規程の中で定めるというふうな形で、

それを同じように、これまで地域手当につい

ては市に準用する、適用するというふうな形

の中で定めておりましたが、その部分も病院

事業管理規程の中で定めていくというふうな

内容をこちらのほうで示させていただいてい

るものでございます。 

　それと、その細かな部分を議会のほうに上

がってこないのかというふうなご指摘があっ

たかと思います。市民病院、公営企業会計の

ほう全部適用というふうになっておりますの

で、そういったところで、人事、予算関係に

つきましては病院事業管理者のほうに権限を

委ねておりますので、そういったところに関

しましては、詳細部分については病院事業管

理者の決裁をもって定めるというふうな形で、

今回こういった形での条例改正内容となって

おります。 

　すみません、先ほど答弁させていただいた

部分で、発言のほうで、もし誤りがあればと

いうことで、改めて訂正のほう、させていた

だきます。第１条のところですけども、100

分の235とあるのは100分の225ということの

訂正のほうをさせていただきたいと思います。 

　以上となります。 

○議長（森下伸吾君）５番　阪本君。 

○５番（阪本久代君）今の説明でよく分から

なかったところを再度確認したいんですけれ

ども、病院が企業会計の全部適用であるので、

今までも人事のこととか給与のことについて

は病院事業管理規程の中で定めているという

説明だったと思うんです。 

　それで今回、委任ということで第25条が加

えられたのは、そしたら、それはどういう意

味があるのかというのが、ちょっと今のと併

せてみてよく分からなかったんですけども、

その辺はいかがですか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）今現在、橋

本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例におきまして、この第25条の委任の

部分の文言に関しては示されていないんです

けども、今後こういった給与関係の詳細な部

分に関しては規程で定めることにするという

ことで、この条文のほうを追加させていただ
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いているということでございます。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

　９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）２回しか言えないんで、

まだ言いたいことは皆さんあろうかと思うん

ですけども、今の説明で、第25条のことで、

簡単に言うとね、病院のことは病院で決める

という話に聞こえちゃうんですよ。我々、今、

病院が危機的状況のときに、みんなで共にや

っていこうよという、風通しよく、数字だけ

と向き合うんじゃなくて、病院自体が明るく、

ええ病院になってほしいなという思いは、持

っとるのは私だけでしょうかという話になっ

てくるんですけど、これをやっちゃうと、見

えなくなるんです、私ら、そのボックスの中

で。委託先が市民病院というんやったらまだ、

これはそれで、ある程度の骨格ルールは橋本

市に準じるとか、それはよくあることやけど、

こういうふうにしちゃうと、私らは行き届か

なくなる、調査権が及ばなくなるってなった

ら、ええようにいってるんやったらいいです

よ。今、市民病院の立ち位置はいかがですか

というときに、このタイミングでこれをする

ということは、市民病院にとってすごくマイ

ナスになるんちゃいますというのを僕、個人

的に思うんです。今までどおりでなぜいかん

のという話なんです。この条文を、第25条を

付け加えることによってのメリットって何な

んですかという話。 

　そもそも論、議案の中身で言うと、全体的

に言うと、人事院勧告に基づいて賞与という

のかな、ボーナスを上げるルールに基づいて、

本庁は上げるけども、病院は上げることを拒

否します、やめますということをざっくり言

うとるように私は解釈しとるんですけども、

これも、今の経営状態で、数字だけと向きお

うたらカットするって、これ、民間のやり方

ではよくあることかも分かんない。橋本市も

財政健全化５か年計画で似たようなことを、

ちょっと違うのかもしれないけど、職員の給

料をカットするということも過去にやったこ

とある。でも、それはマニフェストみたいな

もんで、本庁と病院とは違うわけで、今、市

民病院がこれをやると、ものすごくモチベー

ション下がる。もう負のオーラ、スパイラル

に入ってしまう。その責任は誰が取るのかっ

て、結局潰れるんでしょという話になって、

マイナスは今度、財政課にしわ寄せが行く。

方程式が成り立たない条例の提案やと思うん

です。その二点について、ちゃんと見解を求

めたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず第25条

のところでございますが、そのほかの給与の

内容でありますとか手当関係については、先

ほどから申し上げさせていただいております

橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例というところで、こちらのほうに

その他の手当に関しても規定させていただい

ているところでございます。 

　それで、詳細な部分について、別にまた病

院事業管理規程で定めるというふうに規定さ

せていただいてる部分に関しまして、確かに

ご指摘のとおり、議会に諮ることがなく、病

院事業管理者の判断に基づき定めることがで

きるというふうな形になってきます。 

　ただ、そういったところで、確かに今の病

院の経営状況等を鑑みた場合、それでいいの

かというところもあるわけなんですが、今後

について、そこのご指摘の部分については、

必要に応じという言い方がいいのかどうか分

からないですけども、きちんと、やはり経営

全体に係る部分については、例えば文教厚生

建設委員会のほうに報告も含めた中で諮らせ

ていただくというふうな形で今のところ考え

させていただいているところでございます。 
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　方程式、負のスパイラルというところで、

今回人事院勧告の部分を見送る、等級月額の

部分、給料表の見直しについて見送る、そう

いった賞与の引上げについて見送るというと

ころで、確かに今回実施していくにあたりま

して、ほかの県内の公立病院の状況もいろい

ろと調査をさせていただきました。今回こう

いうふうな判断をした病院に関しては、橋本

市民病院のみというふうな形になっておりま

す。 

　あとそれと、市内、伊都・橋本の圏域の中

にございます医療機関の給与の状況もいろい

ろ調査のほうもさせていただきまして、行政

職に関しましては官民格差の是正というとこ

ろでのお話があったかと思うんですけども、

病院に関してもそこの部分に関してはどうな

のかというところを調査させていただきまし

た。規模の問題もあって、一概にそれが比較

することが正しいのかどうかというところも

あるんですけども、民間も含めた中でいきま

すと、この圏域内ではやはり市民病院がまだ

かなり高い給与状態にある。 

　ただ、県内全体を見渡した場合、今回この

人事院勧告を実施した場合と実施しない場合、

どうなるのかというところなんですけども、

県内の公立病院の、特に看護師が今、当院も

不足している中でこの措置を取ることが本当

に正しいのかどうかというところの問題もあ

るんですけども、例えば県内で今回人事院勧

告を実施した場合の初任給、どういうふうに

変わってくるのか。一番高いところで26万

2,700円というふうな形になってきます。一番

低いところで25万5,400円。当院が人事院勧告

を実施しなかった場合については24万5,700

円というふうな形になります。 

　ただ、当院に関しましては地域手当の支給

がございますので、この部分を含めますと、

一番高いところと比較したら、まだそこの部

分には届いてはいないですけども、一番低い

ところと比較した場合には、概ねその金額に

近づいてくるというところで、負のスパイラ

ルというところで、当院といたしましても今

現在、経営努力の中で、今週に入ってから２

日間にわたり全職員向けの説明会、それと昨

日は医局、ドクターに対する説明会を実施し

てきたところです。 

　そういった中で、いろいろな改革をしなが

ら、職員の皆さんに協力を頂いて、何とか負

のスパイラルにならないようにということで、

まずしっかりと経営の立て直しの中で、今回

この人事院勧告の見送りについてはご理解と

ご協力を頂いて、一日も早く復元できるよう

にということでお願いを求めているようなと

ころでございます。 

　答えになっていないかもわからないですけ

ども、そういった負のスパイラルに陥らない

ように、看護師の離職等につながらないよう

に、別の手だても考えながら現在、取組みを

進めているような状況でございます。 

○議長（森下伸吾君）９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）私が一番心配するのは

そこで、今までも管理者、事務局、裏方の課

長級の方々、事務方が尽力してきて、頑張っ

ていただいて、機構改革も今後やっていこう

というところで、頑張れという話をしました。

その上でこれをするということのこの決断こ

そがもう負のスパイラルの入り口に立っとる

という認識が、ちょっと僕と病院側と違うん

かなという話。 

　ほんで、この議案を上げるということは、

議運も通ってきてるわけですから、市長部局

もオーケーしているという、この認識が私、

負のスパイラルの入り口の認識がずれとると。 

　僕、２回目なんで、もうこれ最後なんであ

れですけど、地域手当というのは、和歌山県

下で和歌山市と橋本市だけが、その地域の物
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価の上昇とかそういうのを緩和するために、

向こうは南海和歌山線本線、こっちは当時で

言うたら、私らの親世代というのは大阪へ働

きに行ってとか、物価高の調整をするのでつ

いとるもんやと私は認識します。地域手当が

あるから給料のバランスのうんぬんにはなれ

へん。まずこれが一点。これはもう答弁結構

です。考え方が間違っているという私の指摘

です。 

　聞きたいのは、今が正しいかどうかの問題

がある課題の中でこの道を進んだというふう

にさっき答弁したように聞こえたんやけど、

そこを考えるのがあなた方の仕事なんとちゃ

うんですかということ。未来が見えてるんか。

モチベーション下がったときに１人、２人、

３人と辞めていったら、これどうするんです

かって。今の看護師の数より３人、５人減っ

たら、患者さんとか市民はどうなるんですか

ということを議論できとるんかということ、

これ一点。 

　二つ目が、説明云々ってあったと思うんで

すけど、組合とかそういう関係機関があると

思うんですけど、ここには当然説明行っとる

と思うんですけど、了解はもうて議案上げて

きとんですかということが二点目。 

　三点目、市長、すいません。これは病院が

苦渋の決断やと思うんです。どっちの決断出

しても、かわいそうな決断をさしとると思う

んですけども、これは市長として、管理者と

いうのは、教育長は絶対置かなあかん人、副

市長が管理者というのは、別に市長の代わり

の方やから、市長に準じた方がその職責に就

くわけですから、病院事業管理者というのは、

市長の職責は兼務できると私は承知しとるん

ですけども、市長はこの病院に向けて、この

決断をしたことに対してどういう思いを持っ

ておられるのか。この辺を順番にお伺いした

いと思います。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）議論の話と

いうことで、今回上程させていただいた追加

議案の内容につきましては、病院幹部におき

ましても再三にわたり議論をさせていただい

たところでございます。管理者も含め、我々

経営者側の責任もあるということも十分認識

しております。そういった中で職員に協力を

求めていくというのは、本当に断腸の思いの

中で今回議案のほう上げさせていただいてお

るような状況です。 

　11月の末に水道事業のほうから５億円の一

時借入れをし、一時的に現金のほうは何とか

回っているような状況。ただ、12月に入りま

して、ボーナスの支払いもあり、今現在で水

道からの一時借入れ５億円の分を差し引いて

６億円を切ってきているというふうな状況で

ございます。 

　今、患者の状態はどうなのかというと、今

朝の段階で、今現在５階西病棟を閉鎖してお

りますので250床と考えて、240床を超えてい

るような状況で病床のほうコントロールして

いっているというような状況です。何とかこ

この部分を、250、240ということになるとか

なり現場のほうが逼迫しているというふうな

ことになりますので、ここはしっかりと患者

の状況も見定めながらコントロールしていく

必要があるんですけども、地域の医療機関と

の連携を図りながら退院調整を行っていく必

要があるわけなんですけども、そういったと

ころで、当然患者さんが増えればその分収益

が増えるわけなんですけども、まだ、じゃ、

これがずっと続くのかどうかというところの

見通しも今現在ではっきりと申し上げること

もできない状況です。 

　コロナ禍という、我々医療機関といたしま

して、これまでに経験したことのないことを、

それを踏まえた中でどういうふうになるのか
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という先読みが甘かったと言えばそれまでに

なってしまうんですけども、ただ、そのこと

も踏まえた中で、しっかりとここの部分をど

う立て直していくのかというところを考えさ

せていただきながら今後につなげていきたい

ということで、管理者も含め、院長も含め、

そういったところで日々協議のほうを進めて

きておるような状況でございますので、決し

て安易な考えの中で今回の議案のほうを上げ

させていただいておるわけではないというこ

とをご理解していただき、説明会、組合との

団体交渉も含めて協力を求めてきたところで

ございます。 

　二つ目の組合との話合いの部分でございま

すが、組合との団体交渉につきましては先週

行わさせていただいております。もっと早い

ことできなかったのかというふうなところも

あるんですけども、本当はもっと早い段階で

やっていきたかったんですけども、ただ、現

状が二転、三転するということの中で判断が

非常に難しかった。本当は人事院勧告を実施

したかったんですけども、やはりそういった

ところで患者が戻ってくるのかどうか、増え

てくるのか。本来であれば、冬のこの時期に

なれば患者が増えてくるわけなんですけども、

それが、11月に入ってから増え始めた。でも、

また一旦下がった。そういった状況もあって、

非常に判断が難しい状況でございましたので、

ぎりぎりまで考えさせていただいた中で団体

交渉を持たさせていただきました。 

　団体交渉の場では、はっきりとした組合側

からの回答のほうは頂いておりませんが、今

現在、合意に向けてということで、組合のほ

うにそこの部分の判断の答えをまだ頂いてい

ないところですけども、継続協議という形に

なってしまうのかもわからないですけども、

今回そういった形での議会への議案の上程と

いうふうな形になっております。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えをします。 

　もう一時借入をしたという段階で、恐らく

非常に厳しい状況になってきます。今、事務

局長言ったように、11月上旬って患者が増え

るんです。これ、当たり前。今までの実績か

ら見てきても、増えるんです。ただ、１月、

２月になると収益的には落ちてくるというふ

うな状況にもなります。 

　ただ、今回は給料カットには踏み込んでま

せん。人事院勧告をただ４月には遡及しない

という形でやるようにしていますし、昇給分

に関しては上げると。それはもうそのとおり

でええと思います。これをやっても多分7,000

万円ぐらいの削減にしかなりません。 

　私らも水道から５億円を貸しましたけど、

内心びびっているのは、返ってくるかなと。

そういうような今、心配もしています。副市

長を中心に毎月会議もしてもらっているんで

すけど、やっぱり経営に対するところの踏み

込みがなかなかできませんし、私も３か月に

１回、市民病院に行くんですけど、患者が増

えているどころかやっぱり減ってきている。

これを考えていくと、やはりもう打つべき手

は打っていかんと仕方ないというような市民

病院の状況です。もうきれいごとを言ってい

る場合じゃなくて、思い切ったメスを入れて

いかないと、このままいったら市民病院は経

営、もう運転資金がなくなって、どういう形

にするかっていうほんまの議論をしていかな

あかんような状況にあります。 

　病院が潰れるということは、市役所も、橋

本市も潰れるということを意味しています。

ただ、企業と違うのは、倒産で済まない。こ

れを自力で回復させていく。国から助けてく

れることは一切ない。鉛筆１本買うのにも許

可が要るようになりますから、自力再建とい
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うのは本当に、逆に市民サービスを落として、

もう本当に歳入と歳出を合わせていかなあか

んという状況になります。まだ建物の借金も

残ってますし、今までの累積赤字もあります。 

　そういう中で、やはり、いつまでも生ぬる

いやり方をやっていてもあきませんし、人事

院勧告は遡及、今年はできませんけど、やっ

ぱり病院職員には危機感がいまいち、私もい

っぺん見たんですけど、あんまり職員が危機

感を持っているというところは見受けられな

い。一度、あいさつもできひんのかって怒っ

たことがあります。そういうできている人と

できてない人がいてる。経営に対しても、な

かなかそういう面で協力してくれない医師も

実際いることも確かだと思います。やっぱり

これからどうやって収益を上げていくかとい

うことを考えていかないと、コストを削減し

ていくということを考えていかないと、難し

いかな。 

　今までと違うのが、入院日数が非常に短く

なってきていて、今まで14日ぐらいやったの

が11日ぐらいってなると、この３日間の収益

がなくなってきている。早く出していくとい

うふうな国の考え方もありますし、そうなっ

てくると、やっぱり今240床になったとしても、

じゃ、これの収益がやっぱり減るという、そ

ういう問題も抱えてます。これから本当に病

院に関しては必死で取り組んでいただかない

と、市の財政にも大きく関わってきます。も

うきれいごと言うてる場合じゃなくて、本気

で病院の立て直しをやってもらわないと厳し

い状況です。 

　私も市長になって、いきなり職員の給与を

カットしました。これも組合の了解も取って

ませんし、もうこれやるしか建て直す道がな

いということで事業を止めたり、そういうこ

とをしました。これ、本当に経営者がしっか

り立て直すために、やっぱりコストの削減で

あったり、やっていくということも大事です

し、病院と市の違いは、医療機器の更新にお

金がかかり過ぎる。そこの部分はよく見てい

かんとあかんのかなと。市としてもちょっと

財政課と今、協議させていますけど、基準外

繰り出しはなかなか、全部適用なんで、やり

にくいんで、どういう形で市としても病院を

支援していくかということを今、考えている

ところです。それぐらい本当に厳しい状況で

す。 

　運転資金がなくなるということは、今度、

借りるところがなくなってくるという問題も

あります。こうなると多分、これから銀行に

それをお願いしても、なかなか、金利だけ上

げられてというふうな問題も出てこようと思

います。それをいかに乗り切っていくか。で

きるだけ短期間で立て直しを図っていけるよ

うに、そのためには早く７対１にするって６

月に説明あったと思うんですけど、いまだに

７対１になっていないし、これ本当に早急に

やっていかないと、対策を、手だてを実際に

早く動かしていかなあかんと思うんで、やっ

ぱりそのためには資金も要りますし、いろん

な問題抱えてますけども、今回は厳しくやっ

ていかないと、辞めたらどうすんねんという

議論をしていたら、恐らくもっともっと赤字

か膨れ上がってきます。患者が少ないんで、

やっぱりこれ戻してくるたってなかなか難し

い問題もあると思いますし、もう今手を打た

ないと、ずっと赤字どころか運転資金もなく

なるような現状になるのではないかなという

ふうに思います。ここは心を鬼にして、やっ

ぱり厳しく経営の管理をしていくということ

が必要かなと。議会の皆さんにも３人、一般

質問していただきましたけども、ただ、やっ

ぱりそこだけ、そこの上辺だけではなくて深

く突っ込んでいかないと、このままでは経営

は成り立っていかないと思っています。 
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　病院管理者もしんどいとは思いますけども、

私の立場は開設者という立場でしかないんで、

あまり言ったらあかんのですけど、言ってま

すけど、でも、そういうふうに、やっぱり今

やるべきところの決断というのは誰かがせな

仕方ない。それが職員に嫌われても、やらな

あかんときはやるというようなやっぱり意思

表示。だから、給料カットにならないように、

これ以上、職員の給料を下げていくというふ

うな事態にならないように、病院職員が一丸

となって、無駄な経費を削減したり、お客さ

んをもっと呼び込んでくるような手だてを考

えてもらうとか、そういうことに本気で動い

てもらうための今回のことだということで、

議員の皆さんにはご理解をしていただきたい

と思います。 

○議長（森下伸吾君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（古川健一君）皆さまには

病院の経営について、ご心配をおかけして本

当に申し訳なく思っております。池之内から

も説明ありましたけれども、病院経営がこれ

だけ厳しくなっているのは、やっぱり医業収

入が伸びてない、減っているということです。 

　何が減っているかというと、手術件数が減

っているということと、そして延べ入院患者

数が減っているということです。手術という

のは、手術室でやる手術以外に、カテーテル

を使った手術とか内視鏡でやる手術とか、い

ろいろあります。そういうのが全体的に減っ

てきています。 

　手術件数が減っている原因は何かというと、

一つはやっぱり競合病院の出現。もう一つは、

この十数年間、特に循環器内科で見られるこ

とですけれども、治療方法が大きく変わって

きてます。今までだったら心臓カテーテルで

治療するという患者さん、たくさんいらっし

ゃいました。でも、今はもうカテーテルで治

療できる患者さんが大分少なくなった。別の

治療ができてきている。いわゆる、カテーテ

ルを使って弁置換をするとか、あるいは不整

脈を電気焼灼してアブレーションするとか、

そういうふうな治療にどんどん変わってきて

います。でも、ただ、その治療をするために

は、心臓血管外科医が３人必要。それから手

術室と、それとカテーテルができるようなハ

イブリッドの手術室が必要。非常にハードル

が高いです。それを入れてあげれば循環器の

患者もまた増えてくると思います。でも、そ

ういうふうなのが、そこはなかなか投資がす

ごく大きくて、そこができないという現状も

あります。 

　でも、そんな中でも、うちはロボット手術

を入れました。そのために手術件数の増えて

いる診療科もあります。泌尿器科も産婦人科

も増えています。従来どおり、整形外科なん

かはたくさんの患者さんを入院させて手術し

ています。伸びているところはあるんです。

ただ、伸びてないところもあるのも事実です。

伸びているところは、できるだけそこに人を

投資して、そこをまた伸ばしていく。伸びて

ないところは、さらに営業活動をしていって

頑張っていって実績をつくっていって、患者

さんあるいは開業医の先生たちの理解を得て、

紹介をしてもらう、患者さんを増やしていく。

現有勢力でやるべきことを一つ一つやってい

く。これはもう今、僕たちがすることやと思

います。 

　ただ、それだけ頑張って平成30年の収益、

一番景気がよかったときですけども、上げた

としても、今の支出増ではやっぱり赤字なん

です。その赤字の大きな原因はやっぱり給与

費になります。それ以外に薬剤、材料費、そ

れから経費全て上がってます。 

　今回、職員に人事院勧告の凍結という非常

に厳しいことをお願いしたわけです。本当に

これも、僕、事業管理者としても非常に苦渋
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の決断です。ただ、よその病院も経営が厳し

いところで、よその病院と同じように人事院

勧告を通して、大きなまた費用増になって、

じゃ、来年の春、それで無事に病院が迎えら

れるのかと。職員にとってみたら、橋本市民

病院が潰れること、それがもう彼らにとって

も大変なことやと思います。やっぱり病院を

維持するためには、今ここで踏ん張っていこ

うということで頑張っているところです。 

　モチベーションのお話ありましたけれども、

やはりこの今の病院の危機的な状態を職員は

十分理解して、どこに問題があって、どうす

れば改善していくのかということを共有する

ことが大事やと思います。そういうのを一つ

一つ、職員会議とかそういうようなところで

説明をしていって、今の状態を共有している

ところです。それで病院が、職員が一丸とな

って今の危機的な状況を乗り越えようと今、

一生懸命努力しているところです。ご理解の

ほどお願いしたいと思います。申し訳ありま

せんでした。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

　暫時休憩いたします。 

（午前10時30分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前10時31分　再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

　３番　岡本君。 

○３番（岡本喜好君）先ほど市長と病院管理

者の説明を聞いて、やっぱり立て直しが必要

やとか、と言いながら危機感がないとかいう

話の中で、資金がショートしていく。で、今

回この措置で立て直しができるのかできへん

のかって話、見通しとしても。結局見通し分

かりませんという中で、こういう措置をやる。

本当に、病院なんであれなんですけど、けが

して血が流れていて、血が足りひんから圧迫

止血もして節約も、血が流れる量を減らしま

す。それでも足りひんから輸血しますという

話ですよね。それはその処置ですけど、でも、

根本的にそれが、その本体が治る処置をして

いるのかどうか。立て直しするするって言う

て、やることやっているという意見がある中

で、その見込みがあるのかどうか。そしてこ

の今回の措置が、それに対してどういう位置

づけがあるのか。そこの部分をお伺いしたい。 

　要は、このまま、やっぱり見込みと違って

悪化する。そうすると、次もまた職員に対し

てこういう処置をし続けなければならない、

もしくは給与まで手をつけなければならない。

そういう中に見通せるならば、それはすごく

重大な話になるかなと思います。その見通し

と今回の処置の意義ですね。これをやること

で、この病院は立て直せる、立て直せない、

どっちですか。 

○議長（森下伸吾君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（古川健一君）今のご質問

にお答えします。 

　まず、根本的な問題は何かというと、やは

り医業収益が減っていることやと思います。

じゃ、その原因は何か。手術の件数が減って

いる、それは先ほどお話ししました。増えて

いるところは増やしていく。増えていないと

ころはいろいろ営業活動していって、それで

増やしていく。 

　でも、それ以外に、例えば救急。この地域

で救急をだいたい半分ぐらい取ってます。で

も、実はその中で、たくさんの救急を取って

いる中で、やはり断る事例も多いのも事実な

ので、それを減らしていくことによって新入

院を増やすこともできる。ということで、今

は特に夜の５時から10時までが救急が立て込

むのです。そこのところで、今まで宿直医が

１人でやっていたところを、遅出の先生をつ

くって13時から10時まで仕事をしてもらって、

２人体制で救急を取る。そうすることによっ
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て断る事例を減らしていくということで、実

際に20％ぐらいは減ってます。そのことによ

って入院患者は10％増えているというふうな

実績もあります。 

　それから、例えば老健施設とかいうような

ところで体調不良になって、夜中に運ばれて

くる患者さん、結構いらっしゃいます。でも、

その患者さんというのは、例えば昼間のうち

から調子がもう悪くなっている。ちょっと元

気がないなとか、あるいは食事がちょっと減

っているな。気にはなるけども、病院に連れ

ていくほどではない。そういうふうな患者さ

んが急に夜中にしんどくなって運ばれてくる。 

　ただ、夜中に救急を僕たち見てますので、

もう救急車がたくさんあるからその患者さん

は見れませんよと断るケースもたくさんあり

ます。そういうのを訪問診療というふうな形

で、訪問看護師あるいは医師がそういうよう

な施設の問合せを受けて、そしてその診察に

行って、この患者さん、ちょっと感染の可能

性あるから入院させよう。早いうちから入院

させていって、それで治療していく、それで

戻すというふうな、今までうちの病院がやっ

てこなかったことですよね。そういうふうな

ものもやっていく。レスパイトも取るのも一

つの方法やと思います。あらゆる今までしな

かったこと、今までやっていても取りもれが

あったところ、そういうのを増やしていくこ

とによって医業収益を回復することはできる

と僕は思います。そんだけのスタッフはそろ

ってます。だから、それが一番の大事。 

　そこを立て直していくと同時に経費を減ら

していくということ。給与費以外に、やっぱ

り薬剤費、材料費、非常に高騰してます。そ

れで薬剤の共同購入を図るとか、あるいは材

料費もコストを削減するとか、経費も本当に

小さなところですけども、印刷のカートリッ

ジを変えるだけで数百万円経費が浮いてくる

わけなんで、そういうふうなことも積み重ね

ていって、費用を減らしていってやっていけ

ば、うちの病院は経営は改善していくものと

僕は信じてます。 

　ですから、今回の趣旨は、僕としては、こ

の１年だけのものとしたいと思っております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）質疑及び答弁は簡潔に

よろしくお願いします。 

　３番　岡本君。 

○３番（岡本喜好君）収益をよくするには、

手術と、要は病床の使用率を上げるというこ

とで、病床使用率、50床、空いてますよね。

これを再稼働するということに対しての取組

みというのが全く言及がなかったんですけれ

ども、それを再開することが一番の上げるこ

との窓口になって、そのために職員が要るよ。

職員、辞めちゃうんじゃないですか、これ、

上げなかったら。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）先ほどのご

質問の中での答弁もれもあったかなというふ

うに思いますので、私のほうで補足もさせて

いただきたいと思います。 

　今回の措置で大丈夫なのかというところで、

まず病院の全体費用を見たときに、大きく固

定費と変動費に分けることができます。変動

費の部分については、材料とかそういった部

分になりますので、収益に伴ってそれに関連

する費用が同じような形に上がっていきます。

でも、今回の人件費に関しては固定費に分類

されるような形になります。 

　まず、固定費の部分が家の土台というふう

に考えてもらったら、そこの土台の部分を下

げるわけではないんですが、とどめ置くとい

う、これ以上、上がらないように。そこの土

台の部分が上がってしまったら変動費もそこ

の上を上がっていくような形になりますので、
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そこの部分を一旦何とか現状でとどめ置かさ

せていただいた中で経営のほうを立て直して

いくということで、先ほどの管理者のほうか

らのお話のあった、収益を上げていくという

のがそこの部分になってくる。上積みの部分

については、そういったことになってくるの

かなというふうに考えております。 

　それと、これをすることによって辞めるの

ではないかというふうなご指摘もあったかと

いうふうに思います。確かに今回、人事院勧

告については見送らさせていただいてと、管

理者のほうからお話もありましたように、何

とか１年でというふうな形で考えているとこ

ろもございます。 

　今回、人事院勧告の実施については一部見

送っておるわけなんですけども、病院として

は、国のほうで2024年の診療報酬改定の中で、

ベースアップ評価料ということで、病院職員

のお給料を上げなさいよということで診療報

酬上で手当てされている部分がございます。

これに関しては必ず職員のほうに還元しなけ

ればならないというふうな形になっておりま

すので、この部分に関しましては請求月が６

月からということになっておりますので、こ

この部分で病院収益として入ってきている部

分に関しては、今回の条例とは関係はないん

ですけども、３月に６月の分まで遡及させて

いただいた中で職員のほうに還元していきた

いというふうに考えております。 

　少しでもそういったところでモチベーショ

ンの低下につながらないようにということで、

それ以外にも、看護師の離職防止の観点から、

例えば住居手当、今２万8,000円です。ここの

部分について見直すことができないか。例え

ば少し上げることによって、今働いていただ

いている看護師がほかと給料を比べたときに、

そういったところで思いとどまってもらえな

いか。もしくは遠方でお勤めされている方が、

そういったところで住居手当を見ていただい

て、橋本市に在住していただいて、橋本市民

病院にお勤めしていただく、そういったこと

もできないかということもいろいろ考えさせ

ていただいております。 

　今、とにかく考えられる全てのことをやり

切るときだというふうに思っておりますので、

ただ、まだまだそこの部分で考えが及ばない

ところもあると思いますので、もし、そうい

ったところで、こういうふうなやり方もある

んではないかというふうなご指摘、アドバイ

ス等、ご助言いただけるようであれば、私ど

もとしては、そこの部分は真摯に聞かさせて

いただいた中で、十分検討して前向きに取り

組んでいきたいという気持ちも持っておりま

すので、引き続きご支援のほうよろしくお願

いいたしたいというふうに思います。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

　６番　髙本君。 

○６番（髙本勝次君）質問もさっき出された

んですけど、私が一番気になるのはやっぱり

現場で働いている職員と思うんです。病院当

局と職員の労働組合との関係で１回話合いが

あったみたいなんですけども、組合側から、

どういう意見とか要望とか出されたのか気に

なるんです。それで、今後どういう経過で労

働組合との話合いを進めていこうとしている

のか、ちょっとその内容をお聞きしたいと思

います。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）先週の組合

との団体交渉、それと今週職員説明会を行っ

た上で、幾つか質問等も出ております。ちょ

っとご紹介させていただきますと、近隣の病

院の経営状況はどうなのかということ。それ

と今回、看護補助ということで、今現在、当

院のほう看護補助ということでケアワーカー

のほう採用させていただいておるんですけど
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も、ケアワーカーとは別に今回ナイトサポー

ターという方々を派遣で入れさせていただい

ております。それと、手術を増やしてという

ふうなお話もあったかと思うんですけども、

そうすると、手術場の現場のスタッフ増員、

必要じゃないんじゃないのというふうな、そ

ういったご意見も頂いております。復原のめ

どですね、そういった質問もございます。物

価高騰を受けての兼業、副業、そういったお

話であるとか地方交付税のお話、そういった

ところの質問が出ております。 

　近隣の病院の状況につきましては、先ほど

少し触れさせていただいた部分もあるんです

けども、ただ、経営状況としては、やはりほ

かの圏域の公立病院を見ても、１病棟閉鎖し

ておるところが複数ございます。やはりそう

いったところは当然、患者数が減ってきます

ので、収益のほうが減って現金が減ってきて

いるというふうなところで、同じような状況

になりつつあるというふうな報告も受けてお

ります。 

　ナイトサポーターに関しましては、これは

一番忙しい準夜帯ですね。夜の夕食とかそう

いった配膳であったりとか、いろんな業務が

あるわけなんですけども、ここのところに人

を今回、非常に人件費が、先ほどからお話の

中、上がっているのに今回何でまた人を雇う

んやというふうなところの質問であったわけ

なんですけども、これに関しましては、夜間

急性期看護補助体制加算というふうなものが

ございます。これが１日当たり105点、1,050

円になるんですけども、これがつくわけなん

です。これが14日間取れるというふうなこと

で、これを財源といたしまして今回ナイトサ

ポーターを採用させていただいて、現場の看

護師の負担を軽減すると。当然、雇って、入

ってくる収益よりも人件費が上回っていたら

何もなりませんので、そこはシミュレーショ

ンをかけさせていただいた中で、きちんと収

益が上回るというふうな結果が出ましたので、

そういったことで今回ナイトサポーターの雇

用のほうにつなげさせていただいております。 

　手術スタッフの部分に関しましても、先ほ

どからの７対１のお話もありましたが、今現

在４月１日からということをめざして、看護

師採用も含めた中で。ただ、単に急性期一般

入院料の７対１をめざしてというところ、そ

こだけではなくて、そこへ行くにはいろんな

施設基準をクリアしていかないといけません

ので、そういったところでスケジュールを立

てながら、各関係部署のほうと協議、調整を

図りながら今のところ進めていっているとい

うふうなところでございます。 

　そういったところで、組合のほうとは妥結

に至っていないと。まだきちんと合意書のほ

うを締結をさせていただけておりませんので、

今回、議会のほうで議決いただいたら実施と

いうふうな形で病院としては考えさせていた

だいてはおるんですけども、ただ、今後も引

き続き組合のほうとは情報を密に交わしなが

ら、そういったところでの協力体制、やはり

ベクトルを同じにして、今後病院の立て直し

に向けて一緒に頑張っていきたいというふう

に考えておりますので、そういったところで

ご理解とご協力のほうを求めていくという形

で話合いのほうを継続して行っていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

　暫時休憩します。 

（午前10時46分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前10時48分　再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

　この際、休憩をいたします。 

（午前10時48分　休憩） 
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（午前11時10分　再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

　引き続き質疑を行います。 

　質疑ありませんか。 

　13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）第１条のところで、市

長及び副市長とあるのは管理者と読み替える

というくだりがあるんですけども、今回の昇

給など見送りというのは市長、副市長は関係

ございませんか。 

　あともう一点は、市役所のほうの職員の昇

給相当額で追加補正予算が２億6,000万円、市

役所の削減効果というのが7,000万円。合わせ

ると３億3,000万円程度の費用になってくる

んですけども、本庁も我慢しようかというお

考えは、この議案を出されるときに検討され

ましたでしょうか。二点お伺いします。 

○議長（森下伸吾君）暫時休憩いたします。 

（午前11時11分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前11時11分　再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

　もう一度、質疑よろしくお願いします。 

　13番　田中君。 

○13番（田中和仁君）第26号の議案なんです

けども、第１条のところ、市長及び副市長と

あるのは管理者と読み替えるものとするとい

うことで書いてございます。今回の昇給を我

慢するというのは市長、副市長には適用され

ますでしょうかというのが一点目。昇給とい

うか、上げませんよという人事院勧告。 

　もう一点は、この第26号議案を出されると

きに、第25号議案と関連して、総額２億6,000

万円を増額補正されているわけですね、第25

号で。病院は7,000万円程度上げなかった分の

費用削減が見込まれるということです。ここ

を合わせると３億3,000万円ぐらいになるん

ですけども、どちらも併せて考えるという発

想はありませんでしたかという質問です。 

○議長（森下伸吾君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）市長、副市長の分に

つきましては、遡及して適用させていただき

ます。管理者だけが遡及されないということ

です。 

○議長（森下伸吾君）暫時休憩いたします。 

（午前11時13分　休憩） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（午前11時14分　再開） 

○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

　副市長。 

○副市長（小原秀紀君）今回のこの件につき

ましては、病院は企業会計の全部適用ですの

で、独自に病院が判断されてこういった措置

を取ったということで、市長部局等とは分け

て考えております。 

　以上です。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　ただ今議題となっております議案第26号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

委員会の付託を省略することに決しました。 

　これより討論に入ります。 

　討論する方ありませんか。 

　15番　辻本君。 

〔15番（辻本　勉君）登壇〕 

○15番（辻本　勉君）いろいろたくさん質問

あったんですけども、私は反対の立場から討

論したいと思います。 

　いろいろ意見も出てたんですけども、市民
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病院の経営状況が大変悪くなったというのは、

やはり売上げ減少等もありますけども、看護

師不足で50床を閉めざるを得なかったという

点についても大変大きな問題があります。こ

のことは、今回の人事院勧告を守らないとい

うことにつきましては、やはり職員の方の、

特に看護師の方のモチベーションも下がる。

大変厳しい状況、市民病院の経営状況は厳し

いので、みんなで頑張っていかないかんなと

いうときに、市民病院職員の中でも大きなウ

エートを占める看護師の方のモチベーション

が下がる、または離職が増えていくとなると、

かえって経営状況が悪くなる要素につながる

のではないかなと。 

　本来、賃金カット等につきましては、最終

的な判断だと私は思うんです。もうやるだけ

やって、どうしてもあかんときには下げざる

を得んということもあるんですけども、そこ

まではやはり、今特に一番大事なときなんで、

みんなで市民病院の経営をよくなしていこう

というときに、人事院勧告すら守られないよ

うな企業であっては僕は駄目だと思うんで、

このことについては守ってあげてほしいと思

います。 

　まして、本庁職員が２億数千万円のアップ

という中で市民病院のほうは7,000万円程度

と言われているんであれば、当然、全部適用

で、市が全て基本的には見ている、企業会計

で独立採算性といえども市からも出向もたく

さん行っておりますし、当然、市の本庁の職

員と同じような待遇で、その上に人事院勧告

を守ってやるのが筋だと思います。そのこと

が、職員を大事にする気持ちがあれば、職員

のほうもそれに応えて、市民病院をいかによ

くなしていこうかという形に力を注いでくれ

るのではないかなと思います。 

　まずは人事院勧告を守っていただいて、職

員に頑張っていただくということが基本では

ないかなと思いますので、議案第26号につい

ては反対といたします。 

○議長（森下伸吾君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

　これより議案第26号　橋本市病院事業管理

者の給料その他の給与条例等の一部を改正す

る条例について　を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（森下伸吾君）採決の結果を報告いた

します。起立は８人であります。 

　ただ今の出席議員は、議長を除いて16人で

ありますので、可否同数であります。よって、

地方自治法第116条の規定により、議長におい

て本案に対する可否を裁決いたします。 

　本案については、議長は可決と裁決いたし

ます。 

　次に、議案第18号から議案第24号までの７

件について、質疑を行います。 

　一括して行います。 

　質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑ありませんので、

質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　ただ今議題となっております議案第18号か

ら議案第24号までの７件については、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの
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で、議案第18号から議案第24号までの７件に

ついては、委員会の付託を省略することに決

しました。 

　これより討論に入ります。 

　議案第18号から議案第24号までの７件につ

いて一括して行います。 

　討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

　これより議案第18号　令和６年度橋本市一

般会計補正予算（第10号）について　から、

議案第24号　令和６年度橋本市下水道事業会

計補正予算（第３号）について　までの７件

を一括して採決いたします。 

　議案第18号から議案第24号までの７件は、

原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

議案第18号から議案第24号までの７件は、原

案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（森下伸吾君）以上で本日の日程は終

わりました。 

　これにて本議会に付議された案件の審議は

全部終了いたしました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（森下伸吾君）この際、９番　堀内君

から発言の申出がありますので、これを許し

ます。 

　９番　堀内君。 

○９番（堀内和久君）議長のお許しを頂きま

して、貴重なお時間、数分頂きます。申し訳

ございません。去る12月２日行った私の一般

質問の中で、発言に誤りがありましたので、

訂正とおわびを申し上げたいと思います。 

　旧学文路中学校グラウンドの水はけ改善の

ため、グラウンドに土を入れたときのことを

ただした際、当時の教育部長と建設部長の協

議や調整はどうなっていたのかという旨の発

言をいたしましたが、かんかんがくがくやっ

ていただいていたとは思うんですけども、正

しくは、当時の教育部長と健康福祉部長の間

のことであり、ちょっと話が混ざっていたこ

とが私の中で、再度ビデオを見まして確認が

取れましたので、訂正しておわびさせていた

だきます。当時の建設部長は真摯に向き合っ

ていただいたということで、そのときの議論

には参加しておりません。よくしていただい

たと思います。訂正しておわびいたします。

お時間頂いてありがとうございます。 

○議長（森下伸吾君）ご了承願います。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（森下伸吾君）閉会にあたり、市長か

ら発言の申出がありますので、これを許しま

す。 

　市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）12月市議会定例会の閉

会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げ

ます。 

　議員の皆さま方におかれましては、11月25

日の開会以来、19日間にわたり、本会議並び

に各常任委員会においてご提案させていただ

きました議案等に対しご審議を賜り、お礼を

申し上げます。審議の過程で頂きましたご意

見、ご指摘等につきましては、市民の皆さま

の信頼に応えることができますよう調査研究

を進めてまいります。 

　さて、令和２年２月から企業誘致用地とし

て和歌山県及び南海電気鉄道株式会社と共同

で造成を行っておりましたあやの台北部用地

の工事が完成し、先日、株式会社がまかつと

の進出協定を和歌山県と共に締結いたしまし

た。残る企業誘致用地についても、県と連携
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しながら積極的に誘致を進めてまいります。 

　誘致企業や地元の事業所が発展することは

地域全体の活性化につながり、働く場所の確

保など、市民の生活の向上に寄与するものと

考えております。今後も地域全体の活力を高

める取り組みを推進し、住みやすく、働きや

すい環境づくりに尽力してまいります。 

　次に、本市が令和８年３月に合併から20年

を迎えるにあたり、橋本市制施行20周年記念

事業の実施に向けた取り組みを始めています。

合併から20年の間、地域の連携、人と人との

交流を通じ、新市として着実に歩みを進める

ことができましたのは、議員の皆さまをはじ

め、市民の皆さまのご支援、ご協力の賜物と

御礼を申し上げます。 

　記念すべき20周年を迎えるにあたり、これ

までの歩みを振り返り、本市のよさを再認識

し、新たな未来に向け前進するきっかけにし

ていきたいと思っています。記念事業の実施

期間は令和７年４月１日から令和８年３月31

日とし、12月号の「広報はしもと」や市ホー

ムページにおいて、現在、記念事業のキャッ

チコピーを広く募集しているところです。議

員の皆さまにおかれましても、橋本市制施行

20周年を一緒に盛り上げていただきたく、ご

協力をよろしくお願いいたします。 

　現在、令和７年度の予算編成も大詰めを迎

えております。来週17日からは国への陳情活

動のため上京し、地域の課題を充分に伝え、

それらの解決のために必要な施策を講じてい

ただけるよう、しっかりと要望してまいりま

す。 

　国において検討されている地方創生を柱と

した政策や補正予算等の情報収集、また、国

の動向を注視しながら必要な財源の確保を図

ってまいります。地域の発展のためには、国

や県との連携を深めることは不可欠と考えて

おります。10年先、20年先の未来を見据えな

がら、今しなければならない施策を着実に進

め、将来につないでいきたいと考えています。 

　寒さも厳しさを増すこの時期は、特に空気

が乾燥し、火災が発生しやすくなります。消

防本部では、今年も消防団にもご協力いただ

き、20日から年末火災特別警戒を実施し、火

災を未然に防ぐため、市内各所を巡回します。

また、１月12日には新春恒例の消防出初式を

開催します。消防団員の皆さまには、市民の

大切な命と財産を守るため、昼夜を問わず活

動されておりますことを心より感謝を申し上

げます。出初式典後には、保健福祉センター

前での車両行進や紀の川河川敷での放水訓練

などがありますので、消防団の勇姿をぜひご

覧にいただければと思います。 

　今年も残すところあと僅かとなりました。

議員の皆さまにおかれましては、公私何かと

お忙しい時期を迎えることと思いますが、健

康には十分留意され、輝かしい令和７年の新

春をお迎えいただきますよう、心から祈念を

申し上げます。 

　来年も市民の皆さまの笑顔と希望あふれる

まちづくりを進めてまいりますので、引き続

きご支援、ご協力を賜りますよう切にお願い

申し上げまして、12月市議会定例会の閉会の

ごあいさつとさせていただきます。ありがと

うございました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

○議長（森下伸吾君）これにて令和６年12月

橋本市議会定例会を閉会いたします。 

　お疲れさまでした。 

（午前11時28分　閉会） 
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